
参加事業所を募集しています！

就職氷河期世代の方を採用してみませんか？

「ミドル世代の合同企業説明会・面接会inしが」開催のお知らせ

滋賀労働局 就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援

滋賀県内の就職氷河期世代の求職者を対象とした合同企業説明会・面接会を開催します。
求職者との相互理解を深める絶好の機会ですので、ぜひ、参加申し込みをいただきますようお願い申し上げます。

参加費
無料

◆募集事業所数 約３０社 ※申し込み多数の場合は抽選となります。

◆対象求職者 概ね３５歳～５６歳の滋賀県内で正社員就職を希望する方
◆参加費 無料
◆滋賀県内に就業場所を有し、応募要件を満たす事業所

①公共職業安定所に就職氷河期世代「限定」または「歓迎」の正社員求人を提出していること。
②事前セミナーに参加が可能であること。
③事業所情報資料（受付後、記入シートを送付します。）を１０月２５日までに提出いただけること。
④当日のアンケートや、開催後の面接結果報告をしていただけること。
⑤参加決定後に辞退しないこと。

※申込時に就職氷河期世代「限定」または「歓迎」の求人を未提出の場合、管轄ハローワークに登録いただく必要があります。

面接会の概要

応募要件

事前セミナー

■問い合わせ 滋賀労働局委託 びわ湖放送総合メディア企画部 電話 ０７７－５２４－０１５３ メール hyogaki@bbc-tv.co.jp
（平日 １０：００～１７：００）

令和６年１１月１８日（月） １４：００～１５：００ ＺＯＯＭによるオンライン形式

合同企業説明会の概要説明と、藤井哲也氏（株式会社パブリックX代表取締役）による、事前セミナーを
開催します。事前セミナー当日は、採用のメリットや配慮したい点等を、藤井氏がアドバイスす
るとともに、質問等を受け付けます。参加決定した場合、受講必須です。

講師・藤井哲也氏

株式会社パブリックX 代表取締役

１２月６日（金）当日のタイムスケジュール（予定）

時間 内容

１１：３０～ 事業所受付開始

１２：４５～１３：００ 事前説明

１３：３０～１６：００ 面接会・説明会

１６：００ 終了

お申し込みはこちら
特設サイトから

※詳細は後日お知らせします。当日参加できない方は、アーカイブ配信を必ずご視聴ください。

令和６年１０月２５日（金）

応募締切 びわ湖放送ホームページ内特設サイトからお申し込みください。

■主催
滋賀労働局 滋賀新卒応援ハローワーク（しが就職氷河期世代サポートコーナー）
公共職業安定所（ハローワーク）
■協力 滋賀県 しがジョブパーク
■運営 びわ湖放送株式会社・一般社団法人滋賀経済産業協会

（令和６年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援受託事業者）

https://www.bbc-tv.co.jp/hyogaki2024/company/index.php

びわ湖放送ホームページからもご覧いただけます。

※受付後、担当から改めて連絡させていただきます。

※参加決定は１０月３０日予定

対象者

https://www.bbc-tv.co.jp/hyogaki2024/company/index.php


昨年度は１４５名と多くの求職者のみなさんに来場いただきました。（当初目標８０名以上）
参加３０社の面接者合計は２４３名、面接ゼロ事業所はありませんでした。

参加事業所アンケートでは、「大変役に立った」が４６．７％、「まあまあ役に立った」が５３．３％と、すべて
の事業所様が「役に立った」と回答されています。

「経営戦略上で必要な人材と面接することができた」「予想以上に説明希望者が多く、とてもやりがいを感
じた」「これまで参加した面接会で最も求職者が多かった」など多くの意見をいただきました。

トライアル雇用は対象外となります。
対象は「就職氷河期世代限定求人」または「就職氷河期世代歓迎求人」のみです。

●年齢：限定求人 「３６歳から５６歳」

●経験：「不問」
●資格：「不問」または実務経験を要しないもの

「就職氷河期世代限定求人」、「就職氷河期世代歓迎求人」とは

年齢や経験を条件としている求人はこれに該当しません。参加いただく場合、以上の条件を満たした求人を管轄
ハローワークに登録していただく必要があります。就職氷河期世代限定・歓迎求人について、詳しくは管轄ハ
ローワークまでお問い合わせください。

申込から参加決定までのスケジュール（予定）

昨年度は目標を大きく上回る１４５名が来場！

全事業所が「役に立った」と回答

参加申込締切 令和６年１０月２５日（金）

応募多数の場合の抽選 令和６年１０月２８日（月）・２９日（火）

参加決定通知 令和６年１０月３０日（水） ※メールにてご担当者様に通知します。

歓迎求人 「年齢不問」または「定年年齢未満」


